
 

院外処方せんにおける調剤変更事前合意プロトコル改訂点 

 

変更前 変更後 

4．処方変更・調剤後の連絡 

処方変更を行い調剤した場合は、その

内容を Fax にて連絡する。（次回から

の処方に反映） 

 

4．処方変更・調剤後の連絡 

処方変更を行い調剤した場合は、その

内容を原則 Fax にて連絡する。（次回

からの処方に反映）ただし、別紙１に示

した内容の一部に関しては Fax 連絡不

要とする。 

 

 

別紙１ 合意項目具体例改訂点 

変更前 変更後 

【合意事項】 

②剤型の変更 

【詳細】 

・用法・用量が変わる場合、患者に対して十分

に説明し、同意を得た場合に限り変更可とす

る。 

 

 

【合意事項】 

②剤型の変更 

【詳細】 

・用法・用量が変わる場合、患者に対して十分

に説明し、同意を得た場合に限り変更可とす

る。 

・外用剤の剤型は変更不可とする 

 

【合意事項】 

④湿布薬や軟膏での包装単位変更 

（合計処方量が変わらない場合に限る） 

 

【合意事項】 

④湿布薬や軟膏での包装単位変更 

（合計処方量が変わらない場合に限る） 

※Faxにて連絡不要 

【合意事項】 

⑤取り決め範囲内での処方日数の適正化 

【詳細】 

・日数を減らす場合、処方の９0%までとし、処

方削除とする場合は疑義照会を必要とする。 

【合意事項】 

⑤取り決め範囲内での処方日数の適正化 

【詳細】 

・日数を減らす場合、最大でも処方の９0%減ま

でとし、処方削除とする場合は疑義照会を必

要とする。 

 

 

 

 


